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1

労
働
契
約
法
案
新
旧
対
照
条
文

一

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
解
雇
）

第
十
八
条
の
二

解
雇
は
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
、
社
会
通
念
上
相

当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
そ
の
権
利
を
濫
用
し
た
も
の
と
し
て
、

無
効
と
す
る
。

（
労
働
契
約
と
の
関
係
）

（
効
力
）

第
九
十
三
条

労
働
契
約
と
就
業
規
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
労
働
契
約
法
（

第
九
十
三
条

就
業
規
則
で
定
め
る
基
準
に
達
し
な
い
労
働
条
件
を
定
め
る
労
働

平
成
十
九
年
法
律
第

号
）
第
十
二
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

契
約
は
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
無
効
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
無
効
と

な
つ
た
部
分
は
、
就
業
規
則
で
定
め
る
基
準
に
よ
る
。
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（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

二

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
他
の
法
律
の
適
用
除
外
）

（
他
の
法
律
の
適
用
除
外
）

第
五
十
八
条

第
五
十
八
条

３

労
働
基
準
法
第
二
条
、
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
一

３

労
働
基
準
法
第
二
条
、
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
八
条
の
二
、

項
、
第
三
十
二
条
の
三
か
ら
第
三
十
二
条
の
五
ま
で
、
第
三
十
八
条
の
二
第
二

第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
の
三
か
ら
第
三
十
二
条
の
五
ま
で
、
第
三

項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
八
条
の
三
、
第
三
十
八
条
の
四
、
第
三
十
九
条
第
五

十
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
八
条
の
三
、
第
三
十
八
条
の
四
、

項
、
第
七
十
五
条
か
ら
第
九
十
三
条
ま
で
並
び
に
第
百
二
条
の
規
定
、
労
働
安

第
三
十
九
条
第
五
項
、
第
七
十
五
条
か
ら
第
九
十
三
条
ま
で
並
び
に
第
百
二
条

全
衛
生
法
第
九
十
二
条
の
規
定
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第

の
規
定
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
九
十
二
条
の
規
定
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年

六
条
中
労
働
基
準
法
第
二
条
に
関
す
る
部
分
、
第
三
十
条
、
第
三
十
七
条
中
勤

法
律
第
百
号
）
第
六
条
中
労
働
基
準
法
第
二
条
に
関
す
る
部
分
、
第
三
十
条
、

務
条
件
に
関
す
る
部
分
、
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
八
十
九
条
か
ら
第
百
条
ま

第
三
十
七
条
中
勤
務
条
件
に
関
す
る
部
分
、
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
八
十
九

で
、
第
百
二
条
及
び
第
百
八
条
中
勤
務
条
件
に
関
す
る
部
分
の
規
定
並
び
に
船

条
か
ら
第
百
条
ま
で
、
第
百
二
条
及
び
第
百
八
条
中
勤
務
条
件
に
関
す
る
部
分

員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
十
二
条
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら

の
規
定
並
び
に
船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
十
二
条
の
規

の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
は
、
職
員
に
関
し
て
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、

定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
は
、
職
員
に
関
し
て
適
用
し

労
働
基
準
法
第
百
二
条
の
規
定
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
九
十
二
条
の
規
定
、
船

な
い
。
た
だ
し
、
労
働
基
準
法
第
百
二
条
の
規
定
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
九
十

員
法
第
三
十
七
条
及
び
第
百
八
条
中
勤
務
条
件
に
関
す
る
部
分
の
規
定
並
び
に

二
条
の
規
定
、
船
員
法
第
三
十
七
条
及
び
第
百
八
条
中
勤
務
条
件
に
関
す
る
部

船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
十
二
条
の
規
定
並
び
に
こ
れ

分
の
規
定
並
び
に
船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
十
二
条
の

ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
の
行
う
労
働
基
準
法
別

規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
の
行

表
第
一
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ

う
労
働
基
準
法
別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十

る
事
業
に
従
事
す
る
職
員
に
、
同
法
第
七
十
五
条
か
ら
第
八
十
八
条
ま
で
及
び

五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
従
事
す
る
職
員
に
、
同
法
第
七
十
五
条
か
ら
第
八

船
員
法
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
災
害
補

十
八
条
ま
で
及
び
船
員
法
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
地

償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者

方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
一

以
外
の
職
員
に
関
し
て
は
適
用
す
る
。

項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
職
員
に
関
し
て
は
適
用
す
る
。
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三

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
他
の
法
律
の
適
用
除
外
等
）

（
他
の
法
律
の
適
用
除
外
等
）

第
三
十
九
条

企
業
職
員
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
第
五
条
、
第
八
条
（
第

第
三
十
九
条

企
業
職
員
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
第
五
条
、
第
八
条
（
第

一
項
第
六
号
、
第
三
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
二

一
項
第
六
号
、
第
三
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
二

十
三
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
第
四
項
、

十
三
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
第
四
項
、

第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
か
ら

第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
か
ら

第
五
十
六
条
ま
で
及
び
第
五
十
八
条
（
同
条
第
三
項
中
労
働
基
準
法
第
十
四
条

第
五
十
六
条
ま
で
及
び
第
五
十
八
条
（
同
条
第
三
項
中
労
働
基
準
法
第
十
四
条

第
二
項
及
び
第
三
項
に
係
る
部
分
並
び
に
同
法
第
七
十
五
条
か
ら
第
八
十
八
条

第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
八
条
の
二
に
係
る
部
分
並
び
に
同
法
第
七
十

ま
で
及
び
船
員
法
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま
で
に
係
る
部
分
（
地
方
公

五
条
か
ら
第
八
十
八
条
ま
で
及
び
船
員
法
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま
で

務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に

に
係
る
部
分
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一

規
定
す
る
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
、
地
方
公
務
員
の

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
除
く

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
四
条
第
二
項
、

。
）
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十

第
六
条
の
二
、
第
七
条
及
び
第
九
条
、
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
研

号
）
第
四
条
第
二
項
、
第
六
条
の
二
、
第
七
条
及
び
第
九
条
、
地
方
公
共
団
体

究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
六
条
並

の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

び
に
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
規
定
は
、
適

五
十
一
号
）
第
六
条
並
び
に
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六

用
し
な
い
。

十
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
、
３
（
略
）

２
、
３

（
略
）



4

四

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
職
員
に
係
る
他
の
法
律
の
適
用
除
外
等
）

（
職
員
に
係
る
他
の
法
律
の
適
用
除
外
等
）

第
五
十
三
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
は
、
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員

第
五
十
三
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
は
、
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
職
員
」
と
い
う
。
）
に
は
適
用
し
な
い
。

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
職
員
」
と
い
う
。
）
に
は
適
用
し
な
い
。

一

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
八
条
（
第

一

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
八
条
（
第

七
項
を
除
く
。
）
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
の

七
項
を
除
く
。
）
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
の

三
ま
で
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
三
項
及
び

三
ま
で
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
三
項
及
び

第
四
項
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
、
第
五

第
四
項
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
、
第
五

十
二
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
、
第
五
十
八
条
（
同
条
第
三
項
中
労
働
基
準

十
二
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
、
第
五
十
八
条
（
同
条
第
三
項
中
労
働
基
準

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並

係
る
部
分
並
び
に
同
法
第
七
十
五
条
か
ら
第
八
十
八
条
ま
で
及
び
船
員
法
（

び
に
第
十
八
条
の
二
に
係
る
部
分
並
び
に
同
法
第
七
十
五
条
か
ら
第
八
十
八

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま
で
に
係
る

条
ま
で
及
び
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
八
十
九
条
か
ら
第

部
分
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）

九
十
六
条
ま
で
に
係
る
部
分
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
除
く
。

法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合

）
並
び
に
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定

に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
並
び
に
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定

二
、
三

（
略
）

二
、
三

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）
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（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

五

公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
解
釈
規
定
）

（
解
釈
規
定
）

第
六
条

前
三
条
の
規
定
は
、
通
報
対
象
事
実
に
係
る
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由

第
六
条

前
三
条
の
規
定
は
、
通
報
対
象
事
実
に
係
る
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由

と
し
て
労
働
者
又
は
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を

と
し
て
労
働
者
又
は
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を

す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
他
の
法
令
（
法
律
及
び
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
い
う
。

す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
他
の
法
令
（
法
律
及
び
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
い
う
。

第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い

第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い

。

。

２

第
三
条
の
規
定
は
、
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第

号
）
第
十

２

第
三
条
の
規
定
は
、
労
働
基
準
法
第
十
八
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る

六
条
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

も
の
で
は
な
い
。

３

前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
労
働
契
約
法
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
の

適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。


